
JP 2016-811 A5 2016.6.9

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成28年6月9日(2016.6.9)

【公開番号】特開2016-811(P2016-811A)
【公開日】平成28年1月7日(2016.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2016-001
【出願番号】特願2015-116959(P2015-116959)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ 101/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/22     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  67/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   3/20     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/18     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ 101/16     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ  101/00     ＺＢＰ　
   Ｃ０８Ｋ    3/22     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   23/08     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   67/04     　　　　
   Ｃ０８Ｊ    3/20     ＣＦＤＡ
   Ｃ０８Ｊ    5/00     　　　　
   Ｃ０８Ｊ    5/18     　　　　
   Ｃ０８Ｌ  101/16     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年4月18日(2016.4.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体高分子物品のための添加剤であって、
　前記添加剤の総重量の１０～９０重量％の量で存在する少なくとも１つのエチレン共重
合体衝撃改質剤と、
　前記添加剤の総重量の５～５０重量％の量で存在する少なくとも１つの担体樹脂であっ
て、脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーを有する、前記少なくとも１つの担体樹脂
と、
　を有する、添加剤。
【請求項２】
　請求項１記載の添加剤であって、さらにＴｉＯ２を有する、添加剤。
【請求項３】
　請求項１記載の添加剤において、前記添加剤はペレット形態である、添加剤。
【請求項４】
　請求項１記載の添加剤において、前記少なくとも１つのエチレン共重合体衝撃改質剤は
食品包装のために設計されるものである、添加剤。
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【請求項５】
　請求項１記載の添加剤において、前記添加剤は、生体高分子物品に添加されると、３～
１５０インチ－ポンド（０．３４～１６．９５Ｊ）のガードナー衝撃値を有する生体高分
子物品を提供するように構成されるものである、添加剤。
【請求項６】
　請求項１記載の添加剤において、前記エチレン共重合体衝撃改質剤は、前記添加剤の総
重量の１０～５０重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前記添加
剤の総重量の１０～５０重量％の量で存在するものである、添加剤。
【請求項７】
　請求項２記載の添加剤において、前記少なくとも１つのエチレン共重合体衝撃改質剤は
、前記添加剤の総重量の５０重量％の量で存在するものであり、前記ＴｉＯ２は前記添加
剤の総重量の３５重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前記添加
剤の総重量の１５重量％の量で存在する脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーである
、添加剤。
【請求項８】
　ペレットであって、
　前記ペレットの総重量の１０～９０重量％の量で存在する少なくとも１つのエチレン共
重合体衝撃改質剤と、
　前記ペレットの総重量の５～５０重量％の量で存在する少なくとも１つの担体樹脂であ
って、前記少なくとも１つの担体樹脂は脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーを有す
るものであり、それによって前記ペレットを含む任意の生体高分子物品が３～１５０イン
チ－ポンド（０．３４～１６．９５Ｊ）のガードナー衝撃値を有する、
　ペレット。
【請求項９】
　請求項８記載のペレットであって、さらにＴｉＯ２を有する、ペレット。
【請求項１０】
　請求項８記載のペレットにおいて、前記少なくとも１つのエチレン共重合体衝撃改質剤
は食品包装のために設計されるものである、ペレット。
【請求項１１】
　請求項８記載のペレットにおいて、前記エチレン共重合体衝撃改質剤は、前記ペレット
の総重量の１０～５０重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前記
ペレットの総重量の１０～５０重量％の量で存在するものである、ペレット。
【請求項１２】
　請求項９記載のペレットにおいて、前記少なくとも１つのエチレン共重合体衝撃改質剤
は、前記ペレットの総重量の５０重量％の量で存在するものであり、前記ＴｉＯ２は前記
ペレットの総重量の３５重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前
記ペレットの総重量の１５重量％の量で存在する脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマ
ーである、ペレット。
【請求項１３】
　添加剤を形成する方法であって、
　添加剤混合物を形成するために、エチレン共重合体を有する少なくとも１つの衝撃改質
剤と、脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーを有する少なくとも１つの担体樹脂とを
混合する工程であって、前記少なくとも１つの衝撃改質剤は前記添加剤混合物の総重量の
１０～９０重量％の量で存在し、および前記少なくとも１つの担体樹脂は前記添加剤混合
物の総重量の５～５０重量％の量で存在する、前記混合する工程と、
　前記添加剤混合物を形作る工程とを有する、
　方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の方法において、前記少なくとも１つの衝撃改質剤は、前記添加剤の総
重量の１０～５０重量％の量で存在するものであり、および、前記少なくとも１つの担体
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樹脂は、前記添加剤の総重量の１０～５０重量％の量で存在するものである、方法。
【請求項１５】
　生体高分子物品であって、
　前記生体高分子物品の総重量パーセントの７５～９２重量％の量で存在する少なくとも
１つの生体高分子樹脂と、
　前記生体高分子物品の総重量パーセントの８～２５重量％の量で存在する添加剤と
　を有し、前記添加剤は、
　前記添加剤の総重量の１０～９０重量％の量で存在する少なくとも１つのエチレン共重
合体衝撃改質剤と、
　前記添加剤の総重量の５～５０重量％の量で存在する少なくとも１つの担体樹脂であっ
て、前記担体樹脂は脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーを有するものであり、それ
によって、前記生体高分子物品は、１０ミル～８０ミル（０．２５ｍｍ～２．０３ｍｍ）
の厚みの深さおよび幅、並びに３～１５０インチ－ポンド（０．３４～１６．９５Ｊ）の
ガードナー衝撃値を有する耐衝撃性を有するものである、
　生体高分子物品。
【請求項１６】
　請求項１５記載の物品において、前記耐衝撃性は３０ミルの厚さで１７インチ－ポンド
（０．７６ｍｍの厚さで１．９２Ｊ）のガードナー衝撃値である、物品。
【請求項１７】
　請求項１５記載の物品であって、さらにＴｉＯ２を有する、物品。
【請求項１８】
　請求項１５記載の物品において、前記エチレン共重合体衝撃改質剤は、前記添加剤の総
重量の１０～５０重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前記添加
剤の総重量の１０～５０重量％の量で存在するものである、物品。
【請求項１９】
　１０：１から１：４の深さ対幅比率を有する請求項１５記載の物品。
【請求項２０】
　１０：１から２：１の深さ対幅比率を有する請求項１５記載の物品。
【請求項２１】
　８：１から４：１の深さ対幅比率を有する請求項１５記載の物品。
【請求項２２】
　２：１から１：４の深さ対幅比率を有する請求項１５記載の物品。
【請求項２３】
　請求項１５記載の物品において、当該物品は複数の区画の分離カップに熱形成されてい
るものであり、前記カップは深さ対幅の比率が１０：１から２：１であり、前記複数の区
画は個々の区画に分離するための刻み目が付けられているものである、物品。
【請求項２４】
　生体高分子押出シートであって、
　前記押出シートの総重量の７０～９２重量％の量で存在する少なくとも１つの生体高分
子樹脂と、前記シートの総重量の８～３０重量％の量で存在する添加剤とを有し、
　前記生体高分子樹脂は、ポリ乳酸ポリマー（ＰＬＡ）、ポリ（３－ヒドロキシアルカノ
エート）ポリマー（ＰＨＡ）、およびそれらの組み合わせからなる群から選択される材料
であり、
　前記添加剤は、
　　前記添加剤の総重量の１０～９０重量％の量で存在する少なくとも１つのエチレン共
重合体衝撃改質剤と、
　　前記添加剤の総重量の５～５０重量％の量で存在する少なくとも１つの担体樹脂とを
有し、
　　　前記少なくとも１つの担体樹脂は脂肪族－芳香族のポリエステル類ポリマーを有す
るものであり、それによって、前記押出シートは１０ミル～８０ミル（０．２５ｍｍ～２
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．０３ｍｍ）の厚さ、および３～１５０インチ－ポンド（０．３４～１６．９５Ｊ）のガ
ードナー衝撃値を有するものである、
　生体高分子押出シート。
【請求項２５】
　請求項２４記載のシートにおいて、前記耐衝撃性は３０ミルの厚さで１７インチ－ポン
ド（０．７６ｍｍの厚さで１．９２Ｊ）のガードナー衝撃値である、シート。
【請求項２６】
　請求項２４記載のシートであって、さらにＴｉＯ２を有する、シート。
【請求項２７】
　請求項２４記載のシートにおいて、前記エチレン共重合体衝撃改質剤は、前記添加剤の
総重量の１０～５０重量％の量で存在するものであり、および、前記担体樹脂は、前記添
加剤の総重量の１０～５０重量％の量で存在するものである、シート。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　１若しくはそれ以上の実施形態において、所定の耐衝撃性は、３～１５０インチ－ポン
ド（０．３４～１６．９５Ｊ）のガードナー衝撃値（例えば１７インチ－ポンド（１．９
２Ｊ）またはそれ以上）を有する。さらに具体的にいうと、所定の耐衝撃性は、３０ミル
（０．７６ｍｍ）の厚さで約１７インチ－ポンド（１．９２Ｊ）のガードナー衝撃値を有
する。さらに、所定の厚さは約１０ミル～８０ミル（０．２５ｍｍ～２．０３ｍｍ）の厚
さである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
【図１】図１は、１実施形態に従う生体高分子物品の図である。
【図２】図２は、１実施形態に従う図１の生体高分子物品の別の図である。
【図３】図３は、１実施形態に従う図１の生体高分子物品のさらに別の図である。
【図４】図４は、１実施形態に従う図１の生体高分子物品の別の図である。
【図５】図５は、１実施形態に従う別の生体高分子物品の図である。
【図６】図６は、１実施形態に従う図５の生体高分子物品の別の図である。
【図７】図７は、１実施形態に従う図５の生体高分子物品の別の図である。
【図８】図８は、１実施形態に従うさらに別の生体高分子物品の図である。
【図９】図９は、１実施形態に従う図８の生体高分子物品の別の図である。
【図１０】図１０は、１実施形態に従う図８の生体高分子物品の別の図である。
【図１１】図１１は、１実施形態に従い添加剤を形成する方法のフローチャートである。
【図１２】図１２は、図１０のそれに類似した添加剤を用いて１実施形態に従い生体高分
子物品を形成する方法のフローチャートである。
【図１３】図１３は、１実施形態に従い添加剤を用い生体高分子シートを形成する方法の
フローチャートである。
【図１４】図１４は、１４ミル（０．３６ｍｍ）のゲージを有する生体高分子物品／シー
トの異なる合成物の（インチ－ポンドでのガードナー衝撃値として表される）耐衝撃性を
表しているグラフである。
【図１５】図１５は、３０ミル（０．７６ｍｍ）のゲージを有する生体高分子物品／シー
トの異なる合成物の（インチ－ポンドでのガードナー衝撃値として表される）耐衝撃性を
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表しているグラフである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　「ポリマーフィルム」はポリマーから成り、１０ミル（０．０１インチ、０．２５ｍｍ
）未満の厚さを有する材料と定義されるが、本明細書に記載の「ポリマーシート」または
「シート」は、ポリマーから成り、約１０ミル（０．０１インチ、０．２５ｍｍ）または
それ以上の厚さを有する材料を指す。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　１若しくはそれ以上の実施形態において、生体高分子物品は所定の厚さおよび耐衝撃性
を有し、そこで、所定の耐衝撃性は３～１５０インチ－ポンド（０．３４～１６．９５Ｊ
）のガードナー衝撃値（例えば１７インチ－ポンド（１．９２Ｊ）またはそれ以上）を有
し、３０ミル（０．７６ｍｍ）の厚さで約１７インチ－ポンド（１．９２Ｊ）のガードナ
ー衝撃値を有する。所定の厚さが約１０ミル～８０ミル（０．２５ｍｍ～２．０３ｍｍ）
の厚さにある実施形態が考えられる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　シートは、１若しくはそれ以上の実施形態において、所定の厚さおよび耐衝撃性を持つ
可能性があり、そこで、所定の耐衝撃性は、３～１５０インチ－ポンド（０．３４～１６
．９５Ｊ）のガードナー衝撃値（例えば１７インチ－ポンド（１．９２Ｊ）またはそれ以
上）を有する。さらに具体的にいうと、シートは３０ミル（０．７６ｍｍ）の厚さで約１
７インチ－ポンド（１．９２Ｊ）のガードナー衝撃値を有する可能性がある。所定の厚さ
は約１０～８０ミル（０．２５～２．０３ｍｍ）である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　１実施形態において、生体高分子シートが単分子層または多層シートであり、１つのシ
ートとして使用される、またはそれらに結合した別のシートを有する。生体高分子シート
は約１０ミル～８０ミル（０．２５ｍｍ～２．０３ｍｍ）の厚さであり、さらに具体的に
言うと約１２ミル～５０ミル（０．３０ｍｍ～１．２７ｍｍ）の厚さであり、１８０°Ｆ
～３５０°Ｆ、さらに具体的に言うと２２０°Ｆ～２７５°Ｆで所定の形成温度域を有す
る。少なくとも１実施形態において、カップは１０：１から１：４の深さ幅比率の範囲を
有する可能性があり、実施形態は１０：１から２：１の深さ幅比率の範囲、８：１から４
：１の深さ幅比率の範囲、および２：１から１：４、２：１から１：４、あるいは１０：
１から２：１（例えば８：１から４：１）の深さ幅比率の範囲を有することが考えられる
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。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　図１５は、３０ミル（０．７６ｍｍ）のゲージを有する生体高分子シートの異なる合成
物の耐衝撃性を表しているグラフであるが、図１４は、１４ミル（０．３６ｍｍ）のゲー
ジを有する生体高分子シートの異なる合成物の耐衝撃性（インチ－ポンドでのガードナー
衝撃値として表される）を表しているグラフである。このように、少なくとも１つの生体
高分子を含む生体高分子樹脂、少なくとも１つの衝撃改質剤、および少なくとも１つの高
分子着色剤濃縮物を含む生体高分子シート（表、および図中の実施例９、１７、および１
８、そこで、少なくとも１実施形態において、高分子着色剤濃縮物が担体樹脂（例えば官
能性担体樹脂）に含まれる、または、中に混ぜ合わされる）が、ほぼ１桁の差でコントロ
ール生体高分子シート、衝撃改質剤のみを含む生体高分子シート、または（高分子着色剤
のような）ポリマーのみを含む生体高分子シートよりも強固であるであることは明らかに
明白である。以前に提供されたように、生体高分子シートは単分子層または多層材料で、
一つの材料として用いられる、またはそれらが結合、または適合した１若しくはそれ以上
の材料を有する。少なくとも１実施形態において、生体高分子シートは少なくとも２層の
材料から成る可能性があり、そこで、２層は同一または異なる材料から成る。例えば、材
料の少なくとも２層は、同一、または異なる生体高分子材、または生体高分子材から成る
１若しくはそれ以上の層、および非生体高分子材から成る１若しくはそれ以上の層から成
る可能性がある。その上、衝撃改質剤および着色剤濃縮物に加え、他の材料が生体高分子
材と結合または混合される可能性があるものと考えられる。例えば、１若しくはそれ以上
の異なる生体高分子材、１若しくはそれ以上の非生体高分子材またはそのいくつかの組合
せは生体高分子樹脂（例えば官能性担体樹脂）と結合、または混ぜ合わされる可能性があ
り、それは生体高分子シートを形成している少なくとも１つの衝撃改質剤、および少なく
とも１つの高分子着色剤濃縮物と順番に混合される。
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